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旧（現 行） 新（改正後） 摘 要 
 （登録の申請） 

第３条 登録の申請をしようとする団体は、次の各号に掲げる書類を、札

幌市長に提出しなければならない。 

 (1)～(6) （省略） 

 

 

 (7) その他市長が必要と認めた書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市から住民組織助成金の交付を受けている

町内会及び自治会の場合は、前項第６号に掲げる書類の提出は不要とす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、市が所轄庁である特定非営利活動法人であ

って、特定非営利活動促進法第 29 条に定める事業報告書等を提出して

いる団体については、前項第３号から第６号までに掲げる書類の提出は

不要とする。 

４ （省略） 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２１年３月１７日市民まちづくり局理事決裁） 

この要綱は、平成２１年３月１７日から施行する。 

  附 則（平成２３年５月１６日市民まちづくり局長決裁） 

この要綱は、平成２３年５月１６日から施行する。 

  附 則（平成２４年２月１３日市民まちづくり局長決裁） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２６年２月 28 日市民まちづくり局長決裁） 

この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。 

 （登録の申請） 

第３条 登録の申請をしようとする団体は、次の各号に掲げる書類を、札

幌市長に提出しなければならない。 

 (1)～(6) （現行のとおり） 

 (7) 団体代表者の本人確認書類の写し（氏名、住所及び生年月日が記

載されているもの） 

 (8) その他市長が必要と認めた書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市から住民組織助成金の交付を受けている

町内会及び自治会の場合は、前項第６号及び第７号に掲げる書類の提出

は不要とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市が所轄庁である特定非営利活動法人であ

って、特定非営利活動促進法第 29 条に定める事業報告書等を提出して

いる団体については、前項第３号から第７号までに掲げる書類の提出は

不要とする。 

４ （現行のとおり） 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２１年３月１７日市民まちづくり局理事決裁） 

この要綱は、平成２１年３月１７日から施行する。 

  附 則（平成２３年５月１６日市民まちづくり局長決裁） 

この要綱は、平成２３年５月１６日から施行する。 

  附 則（平成２４年２月１３日市民まちづくり局長決裁） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２６年２月 28 日市民まちづくり局長決裁） 

この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。 
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附 則（平成２９年３月３１日市民文化局長決裁） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則（令和４年３月２８日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月２日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和５年２月２日から施行する。 

附 則（令和６年２月１日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和６年２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（平成２９年３月３１日市民文化局長決裁） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則（令和４年３月２８日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月２日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和５年２月２日から施行する。 

附 則（令和６年２月１日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和６年２月１日から施行する。 

附 則（令和７年１月 日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和７年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則の追加 
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